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１．加除一覧表



様式-３　重要水防箇所加除一覧表（安倍川）

- - ランク 事項 左右岸 距離標

R7 変更
重点1
(重点1)

越水・溢水
堤体漏水 左岸 0.75K+200m

～1.5K-70m 位置表記の訂正

R7 変更
重点2
(重点2)

堤体漏水
水衝洗掘 左岸 1.75K+50m～

2.0K 現地確認により　延長増

R7 削除 （重点3）
堤体漏水
水衝洗掘 左岸 5.5K+170m～

5.75K 現地確認により　解消

R7 変更
重点3
(重点4)

堤体漏水
水衝洗掘 左岸 9.5K+20ｍ～

9.5K+170m 現地確認により　延長減

R7 変更
重点4
(重点5)

堤体漏水
基礎地盤漏水 左岸 21.5K+30m～

21.5K+100m 位置表記の訂正

R7 変更
重点5
(重点6)

水衝洗掘
越水・溢水 右岸

0.25K+140m
～

0.25K+210m
河道断面の変更のため　延長減

R7 変更
重点6
(重点7)

越水・溢水
基礎地盤漏水 右岸 0.5K～

0.5K+100m 河道断面の変更のため　延長減

R7 変更
重点7
(重点8)

基礎地盤漏水
堤体漏水
越水・溢水
水衝洗掘

右岸
0.75K+100m

～
1.5K-70m

位置表記の訂正

R7 変更
重点8
(重点9)

堤体漏水
越水・溢水 右岸

2.25K+220m
～

2.5K+10m
河道断面の変更のため　延長減

R7 変更
B1
(B1)

越水・溢水 左岸 0.25K+100m
～1.5K-40m 河道断面の変更のため　延長減

R7 変更
B2
(B2)

堤体漏水 左岸
0.75K+200m

～
1.5K-70m

位置表記の訂正

R7 変更
B4
(B4)

水衝洗掘 左岸 1.75K+50m～
2.0K 現地確認により　延長増

R7 変更
B5
(B5)

堤体漏水 左岸 2.57K+70ｍ～
4.5K 位置表記の訂正

R7 変更
B6
(B6)

堤体漏水 左岸 5.5K～
5.75K+90m 位置表記の訂正

R7 削除 (B7) 水衝洗掘 左岸 5.5K+170m～
5.75K 現地確認により　解消

重要水防箇所
ランク欄の（　）は前年度

対象箇所 理由
記載
年度

備考事項

重点区間

工作物以外



様式-３　重要水防箇所加除一覧表（安倍川）

- - ランク 事項 左右岸 距離標

重要水防箇所
ランク欄の（　）は前年度

対象箇所 理由
記載
年度

備考事項

R7 変更
B7
(B8)

堤体漏水 左岸 6.0K～
7.25K+50ｍ 位置表記の訂正

R7 変更
B10
(B11)

水衝洗掘 左岸 9.5K+20m～
9.5K+170m 現地確認により　延長減

R7 変更
B11
(B12)

堤体漏水 左岸 9.5K～
10.25K-50m 位置表記の訂正

R7 追加 Ｂ12 水衝洗掘 左岸 10.5K+30m～
10.5K+60ｍ 現地確認により　新規追加

R7 変更
B15
(B15)

堤体漏水 左岸
12.25K+260m

～
12.5K+120m

位置表記の訂正

R7 変更
B17
(B17)

堤体漏水 左岸
13.5K+260m
～14.25K+50

ｍ
位置表記の訂正

R7 変更
B18
(B18)

水衝洗掘 左岸
14.5K+140m
～14.75K-

30m
現地確認により　延長増

R7 変更
B19
(B19)

堤体漏水 左岸 15.0K～
15.75K 河道断面の変更のため　延長増

R7 削除 (Ｂ20) 堤体漏水 左岸 16.0K～
16.0K+10m 河道断面の変更のため　解消

R7 変更
B20
(B21)

水衝洗掘 左岸 18.75K+230ｍ
～19.0Ｋ 現地確認により　延長減

R7 変更
B21
(B22)

堤体漏水 左岸
21.5Ｋ+３０ｍ
～21.5Ｋ+１００

ｍ
位置表記の訂正

R7 変更
B22
(B23)

基礎地盤漏水 左岸
21.5Ｋ+３０ｍ
～21.5Ｋ+１００

ｍ
位置表記の訂正

R7 変更
B24
(B25)

越水・溢水 右岸
0.25K+140ｍ
～0.5Ｋ+１００

ｍ
河道断面の変更のため　延長減

R7 変更
B26
(B27)

堤体漏水 右岸 0.75Ｋ+１００ｍ
～1.5Ｋ-７０ｍ 位置表記の訂正

R7 変更
B27
(B28)

越水・溢水 右岸 1.0K+190m～
1.25K+10m 河道断面の変更のため　延長減

R7 変更
B28
(B29)

水衝洗掘 右岸 1.0K+110m～
1.25K 現地確認により　延長増

R7 変更
B30
(B31)

越水・溢水 右岸 2.25K+220m
～2.5K+10m 河道断面の変更のため　延長減

R7 変更
B31
(B32)

堤体漏水 右岸 2.75K+50m～
3.25K+80m 位置表記の訂正



様式-３　重要水防箇所加除一覧表（安倍川）

- - ランク 事項 左右岸 距離標

重要水防箇所
ランク欄の（　）は前年度

対象箇所 理由
記載
年度

備考事項

R7 変更
B32
(B33)

水衝洗掘 右岸 3.25K+230m
～3.5K+20m 位置表記の訂正

R7 変更
B33
(B34)

水衝洗掘 右岸 4.0K+170m,～
4.0K+200ｍ 現地確認により　延長減

R7 削除 (Ｂ37) 水衝洗掘 右岸 9.25K+50m～
9.25K+100m 現地確認により　解消

R7 追加 Ｂ37 越水・溢水 右岸 12.25K+150m
～12.5K+40m 河道断面の変更のため　新規追加

R7 変更
B40
(B41)

堤体漏水 右岸 14.0K+80m～
14.25K+30m 位置表記の訂正

R7 削除 (Ｂ42) 水衝洗掘 右岸 15.5K+50m～
15.5K+70ｍ 現地確認により　解消

R7 変更
B41
(B43)

基礎地盤漏水 右岸
15.75K+280ｍ

～
17.5K+110m

位置表記の訂正

R7 削除 (要注12) 新堤防 左岸
21.5K+190m

～
21.75K+130m

堤防完成から３年経過したため

R7 削除 (要注13) 新堤防 右岸 12..0K+160m
～13.0K-60m 堤防完成から３年経過したため

工作物

要注意区間







２．様式－４の１

河川別調書

〈重点区間〉





様式－４の１ 様式－４'の１ （Ａ－３版）

令和  7  年度　直轄河川重要水防箇所河川別調書＜重点区間＞

図面 左右 延長  摘      要

対象 河川名 種　 別 岸の 位　置 地  先  名 図面対象 重要 左右 延 長 変　更　理　由

番号 区分 （ｍ） （ 対 象 番 号 ） 番号 度 岸別 （ｍ） 増 減

前年度重要水防箇所調書

種　 別 位 置
 延長（ｍ）

延長の増減と変更理由

水衝洗掘 0.25K+140m 水衝洗掘 0.25K

5 安倍川 越水・溢水 右 から 静岡市駿河区下川原地先 60 B23,B24 6 越水・溢水 右 から 210 150

0.25K+210m 0.25K+210m

越水・溢水 0.5K 越水・溢水 0.5K

6 安倍川 基礎地盤漏水 右 から 静岡市駿河区下川原地先 100 B24,B25 7 基礎地盤漏水 右 から 120 20

0.5K+100m 0.5K+120m

0.75K+100m 0.75K+90m

7 安倍川 右 から 静岡市駿河区下川原地先 620 B25,B26,B27,B28 8 右 から 620

1.5K-70m 1.5K-70m

堤体漏水 2.25K+220m 堤体漏水 2.0K+150m

8 安倍川 越水・溢水 右 から 静岡市駿河区東新田地先 40 B29,B30 9 越水・溢水 右 から 290 250

2.5K+10m 2.5K-50m

本川 本川

右岸 4箇所 静岡県：4箇所 820 静岡県：820m 右岸 静岡県 0 420

計 計

本川 本川

合計 8箇所 静岡県：8箇所 1,790 静岡県：1,790m 合計 静岡県 120 520

河道断面の変更のため

基礎地盤漏水
堤体漏水
越水・溢水
水衝洗掘

位置表記の訂正

河道断面の変更のため

静岡県：-400m

基礎地盤漏水
堤体漏水
越水・溢水
水衝洗掘

河道断面の変更のため

静岡県：-420m









３．様式－４の４

河川別調書

〈要注意区間〉











４．河川別箇所図

〈重点区間・要注意区間〉





５．様式－４の２

河川別調書

〈工作物以外(重要度Ａ・Ｂ)〉



















様式－４の２ 様式－４'の２ （Ａ－３版）

　令和  7  年度　直轄河川重要水防箇所河川別調書＜工作物以外＞

　（重要度　Ｂ）

図面 左右 延長 摘      要

対象 河川名 種　 別 岸の 位　置 地  先  名 重 複 重 複
図 面 対

象 重要 左右 延 長

番号 区分 （ｍ） （ 水 防 工 法 ） 番 号 延 長 番 号 度 岸別 （ｍ） 増 減

重複区間 前年度重要水防箇所調書 延長の増減と変更理由

種　 別 位 置
 延長（ｍ）

変　更　理　由

0.0K+100m

23 安倍川 水衝洗掘 右 から 静岡市駿河区下川原地先 260 洗掘の未施工 B24 60

0.25K+210m （木流し工）

0.25K+140m B23 0.25K

24 安倍川 越水・溢水 右 から 静岡市駿河区下川原地先 190 河積不足 B25 100 25 越水・溢水 右 から 330 140

0.5K+100m （積土のう工） 0.5K+120m

0.5K B24

25 安倍川 基礎地盤漏水 右 から 静岡市駿河区下川原地先 1,000 G/W，ivによる照査 B26,B27

1.5K （月の輪工） B28

0.75K+100m B25 620 0.75K+90m

26 安倍川 堤体漏水 右 から 静岡市駿河区下川原地先 620 堤防脆弱性 B27 27 堤体漏水 右 から 620

1.5K-70m （シート張り工） B28 1.5K-70m

1.0K+190m B25 0.75K+200m

27 安倍川 越水・溢水 右 から 静岡市駿河区下川原地先 100 河積不足 B26 100 28 越水・溢水 右 から 350 250

1.25K+10m （積土のう工） B28 1.25K+20ｍ

1.0K+110m B25 1.0K+130m

28 安倍川 水衝洗掘 右 から 静岡市駿河区下川原地先 140 洗掘の未施工 B26 140 29 水衝洗掘 右 から 120 20

1.25K （木流し工） B27 1.25K

1.5K

29 安倍川 堤体漏水 右 から 静岡市駿河区東新田地先 1,200 堤防脆弱性 B30

2.75K-40m （シート張り工）

2.25K+220m 2.0K+150m

30 安倍川 越水・溢水 右 から 静岡市駿河区東新田地先 40 河積不足 B29 40 31 越水・溢水 右 から 290 250

2.5K+10m （積土のう工） 2.5K-50m

2.75K+50m 2.75K+40m

31 安倍川 堤体漏水 右 から 静岡市駿河区東新田地先 480 堤防脆弱性 32 堤体漏水 右 から 480

3.25K+80m （シート張り工） 3.25K+80m

3.25K+230m 3.5K-20m

32 安倍川 水衝洗掘 右 から 静岡市駿河区東新田地先 40 洗掘の未施工 33 水衝洗掘 右 から 40

3.5K+20m （木流し工） 3.5K+20m

河道断面の変更のため

位置表記の訂正

位置表記の訂正

河道断面の変更のため

現地確認による

河道断面の変更のため

位置表記の訂正

（注）摘要の水防工法は、重要理由から有効と思われる工法を参考として示したものである。 （注）重複延長は、他の種別と重複する重要度Ａ及びＢの重複延長を記載する。















６．河川別箇所図

河川別調書

〈工作物以外(重要度Ａ・Ｂ)〉





７．様式－４の３

河川別調書

〈工作物(重要度Ａ・Ｂ)〉











８．河川別箇所図

〈工作物(重要度Ａ・Ｂ)〉




